
 

 

 

 

事
件
の
性
質
に
応
じ
て
電
子
メ
ー
ル
で
通
報 

商
標
権
の
侵
害

登
録
出
願
の
拒
絶
査
定

法律の適用
原則に違反し
ていない

智
慧
財
産
局
の
窓
口
に
結
果
を
通
知

協
力
処
理
の
請
求
者
に
通
知

商
標
の
先
取
り
登
録 

不
合
理
な
待
遇
又
は
法
律
の
適
用
原
則
に
違
反
し
て
い
な
い
か
確
認 

不
合
理
な
待
遇
又
は
法
律
の
適
用
原
則
に
違
反 

関
連
の
証
拠
を
添
付
し
て
智
慧
財
産
局
に
協
力
を
要
請

国家工商行
政管理総局
商標局 

不合理な待遇
ではない 

国家工商行政管
理総局商標局に
異議又は取消しを
申し立てる 

不服 

両岸商標協力処理作業の流れ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

通報せず

国家工商行
政管理総局
の窓口 

 
 

権利侵害が行われ
た県・市の工商局
に模倣による権利
侵害を訴える 工商総局が担

当する案件で
はない

NO

国家工商行政管
理総局商標評審
委員会に争議又
は再審を申し立て
る 

YES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国家工商行
政管理総局
商標評審委
員会 

県・市の工商
局 

 
 

裁判所が担
当する案件
である


